
船舶事故等調査報告書 

                                    平成２３年４月２８日 

                             運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１０門第１６９号 

事故等種類 乗揚 

発生日時 平成２２年１０月１４日 ０４時００分ごろ 

発生場所 鹿児島県屋久町屋久島南部 屋久町尾之間灯台から真方位２６３°０.４

海里（Ｍ）付近 

（概位 北緯３０°１３.９′ 東経１３０°３３.０′） 

事故等調査の経過  平成２２年１１月５日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司事務

所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

漁船 第五日
にっ

昇
しょう

丸、１９.９７トン 

 ＫＧ２－９８６（漁船登録番号）、有限会社日昇丸  

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型船舶操縦士 

 死傷者等 なし 

 損傷 船底擦過傷及び亀裂 

 事故等の経過 

 

 本船は、船長が１人で乗り組み、旋網船団の灯船としての作業を終え、

錨泊のために屋久島南部の尾之間付近海域に向けて約７.０ノットの速力

で航行中、平成２２年１０月１４日０４時００分ごろ、尾之間灯台西側の

岩場に乗り揚げた。 

 本船は、自力で離礁し、潜水調査をしたところ、亀裂箇所から浸水があ

ったので、最寄りの種子島島間港に入港した。 

 気象・海象  

 

気象：天気 晴れ、風向 西北西、風力 ３ 

海象：潮汐 下げ潮の末期 

 その他の事項 船長は、屋久島南岸の錨地の約４Ｍ手前で居眠りに陥った。 

船長は、通常、１８時ごろから翌日の０４時ごろまで操業し、昼間は付

近海域で錨泊の上、休息することができた。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

なし 

本船は、尾之間灯台西方沖を航行中、船長が、屋

久島南岸の錨地の約４Ｍ手前で居眠りに陥ったた

め、尾之間灯台西方の岩場に乗り揚げたものと考え

られる。 

原因  本事故は、夜間、本船が、尾之間灯台西方沖を航行中、船長が居眠りに

陥ったため、尾之間灯台西方の岩場に乗り揚げたことにより発生したもの

と考えられる。 

 

 




